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 計1

少

る。

活環

今後

こ

る特

先立

には

等、

ある

こ

確保

を図

 

 

 計2

本

る。

本

提示

市計

図り

 

 

 計3

本

平成

な

内容

 

章 計画

計画の目的

少子高齢化

空家等の

環境に対す

後、これら

こういった

特別措置法

立って平成

は「空家等

県と市町

る。 

これらの経

保するとと

図ることを

計画の位置

本計画は、

 

本計画は、

示するもの

計画マスタ

り、計画を

計画の期間

本計画の計

成 29 年度か

なお本計画

容について

画の目的

的 

化の進展、産

の増加によ

する環境衛生

らの問題が一

た状況を背景

法」（以下、

成 26 年 7 月

等対策に係る

町村が連携

経緯を踏まえ

ともに、空家

を目的として

置づけ 

法第 6 条

本市の空家

のである。ま

タープラン、

を推進する。

間 

計画期間は、

から平成 3

画は、国の空

て必要に応じ

的と位置

産業構造の

り、火災や

生上の影響

一層深刻化

景として、

「法」とい

月に「岐阜県

る対応指針

して空家等

え、安全に

家等の利活

て、瑞穂市

条に規定され

家等対策を

また、瑞穂

、瑞穂市ま

 

瑞穂市第

32 年度まで

空家等政策

じて適宜見

1 

置づけ 

の変化等に伴

や倒壊の危

響、景観の

化することが

平成 26 年

いう。）が公

県空家等対

針」及び「危

等対策を進

にかつ安心

活用を促進

市空家等対策

れる空家等

を総合的か

穂市第 2 次

まち・ひと

第 2 次総合

での 4 年間

策の動向や社

見直しを行

伴い、全国

険性による

阻害等の様

が考えられ

年 11 月に

公布された。

対策協議会

危険空家等

めるための

して暮らす

することで

策計画を策

等対策計画と

つ計画的に

次総合計画を

・しごと創

合計画の前期

とする。 

社会・経済

うこととす

国的に空家

る安全性の

様々な問題

れる。 

「空家等対

岐阜県に

」の設立、

等対応マニ

の体制の整

すことので

でまちづく

策定するもの

として策定

に実施する

を上位計画

創生総合戦

期基本計画

済情勢の変

する。 

家等が増加し

の低下、周辺

題が生じてお

対策の推進に

においては、

平成 27 年

ニュアル」の

整備がなされ

できる生活環

り活動の活

のである。

定されたもの

ための方向

画とし、瑞穂

戦略等との連

画期間に合わ

変化等を踏ま

してい

辺の生

おり、

に関す

、国に

年 1 月

の策定

れつつ

環境を

活性化

 

のであ

向性を

穂市都

連携を

わせて

まえ、



 

 用4

本

の概

 

 

●空

●特

 

 

用語の定義

本計画にお

概念を以下

空家等：建

が

の

が

※

※

※

※

 

特定空家等

(1

(2

(3

(4

※

（参考）

義等 

おける用語の

下に示す。 

建築物※1)又は

がされていな

の土地に定着

が所有、管理

１：建築物

２：看板等

３：店舗、

４：概ね１

等：空家等の

)そのまま

る状態※1

2)そのまま

3)適切な管

いる状態

4)周辺の生

る状態 

１：社会通念

念では

・特定空家等

犯は含まれ

策等は、法

接警察で対

との考え）

・(1)及び(2

空家等に

全部を除

ことはで

の定義は、

はこれに附

ないことが

着する物を

理するもの

には、それに

で建築設備、

工場、倉庫等

年を通して使

のうち次の

ま放置すれ

) 

ま放置すれば

管理が行わ

態 

生活環境の

念上予見可能

ない 

等の判断基準

れない。（不審

で措置するよ

対応するほう

 

2)に該当しな

ついては、建

除去する措置

きない。 

 

2 

法に基づ

附属する工作

が常態※4)で

を含む。）と

のは除く。 

に付随する建

、門塀以外の

等居住以外の

使用されてい

の状態にある

ば倒壊等著

ば著しく衛

れていない

保全を図る

能な状態であ

準には防

審者の対

より、直

うが適当

ない特定

建築物の

置を行う

 

き以下のと

作物※2)であ

あるもの及

とする。ただ

建築設備、門

のもの 

の使用 

いない状態 

るもの。 

著しく保安

生上有害と

いことによ

るために放

あって、実現

とおりとす

あって居住

及びその敷

だし、国又

門塀等を含む

安上危険と

となるおそれ

より著しく景

放置するこ

現性に乏しい

空家等

する。また空

その他の使

敷地（立木そ

又は地方公共

む 

なるおそれ

れがある状

景観を損な

とが不適切

い可能性まで

等の概念 

空家等

使用※3)

その他

共団体

れがあ

状態※1) 

なって

切であ

含む概



 

 空5

空

等」

利

のが

引き

 

■

の

通

 

■

ど

で

き

 

■

虫

が

 

利

囲気

力を

 

 

 

空家等が引

空家等が引

と「利活

利活用が困

がある。こ

き起こす要

■防災上の

老朽化し

の崩落など

通学路に面

■景観上の

空家の屋

どにより、

でなく、そ

きやすい環

■環境衛生

空家敷地

虫やネズミ

がある。 

利活用が可

気となるな

を維持向上

引き起こす

引き起こす様

活用が可能な

困難な空家等

これらの問題

要因となるな

の問題 

した空家が放

どが発生し、

面している場

の問題 

屋根や外壁の

周辺の景観

その地区全体

環境につなが

生上の問題 

地内のごみの

などが発生

可能な空家は

などの問題が

上させていく

す問題 

様々な問題

な空家等」

等の引き起

題は単独に

など、相互

放置される

、近隣に危

場合などは

の老朽化、

観との調和

体のイメー

がる。 

の放置や不

生し、近隣

は安全上の

が発生し、

くためには

 

3 

題が既に顕在

に分けるこ

起こす代表

に存在する

互に関連して

ることによ

危険を及ぼす

は、被害が大

外壁への

和が乱れる状

ージを低下

不法投棄に

隣住民の居住

の問題は少

時間の経過

は、新たな利

在化してお

ことができ

的な問題と

のではなく

ている。 

り、建物の

すことがあ

大きくなる

落書きや破

状態となる

させ、モラ

より、ハエ

住環境への

ないものの

過とともに

利活用の方

おり、「利活

きる。 

としては、

く、ある問

の倒壊や屋

ある。特に

る可能性があ

破損、樹木

る。また景

ラルの低下

エ・ゴキブ

の悪影響を

の、増加に

に価値も低

方法を考える

活用が困難な

以下のよう

問題が他の問

屋根の落下、

に、密集市街

ある。 

木や雑草の繁

景観を損ねる

下など、犯罪

ブリなどの衛

もたらす可

によって寂れ

低下する。街

る必要があ

な空家

うなも

問題を

外壁

街地や

繁茂な

るだけ

罪が起

衛生害

可能性

れた雰

街の魅

ある。 
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人口・世帯

図 2-1 に国

す。国勢調

た 1 世帯当

4.89 人／世

瑞穂市人口

000 人を目

ら、上記の

図 2

 

 

 

,983 

21,276 

27,

3,681 
4,865 

6

S40 S45

帯数

人口

穂市の地

帯数の概要

国勢調査に

調査による

当たりの人口

世帯と比較

ビジョン

目指してい

の将来推計人

2-1 瑞穂市

230 

32,247 

36,

6,976 
9,157 

10

S50 S55 S

世

地域特性

要 

基づく瑞穂

と、瑞穂市

口は、平成

較すると、5

（平成 27 年

る。平成 2

人口はほぼ

市の人口及

121 
40,074 

43,8

0,633 
12,568 

14

S60 H2 H

世帯数

4 

性 

穂市の人口

市の人口及

成 27 年度で

50 年間に 5

年 10 月）に

27 年度の国

ぼ実態を反映

及び世帯数
出典：現

将

892 
46,571 

50,0

4,797 
16,197 

18

H7 H12 H

将来推計

、世帯数の

び世帯数は

では 2.59 人

50%近く減少

に基づく将

国勢調査人

映した数値

の推移及び
現況 国勢調査

将来推計人口 

009 
51,950 

54,3

,226 
19,376 

21,

H17 H22 H

計人口

の推移及び

はともに増

人／世帯とな

少したこと

将来人口は平

人口が 54,36

値であると考

び将来推計
査（瑞穂市統計

瑞穂市人口ビ

64 

,004 

53,789 54

27 H32 H3

1世帯当

び将来推計人

増加傾向にあ

なり、昭和

とになる。 

平成 52 年度

64 人である

考えられる

人口 
計関連 HP より

ビジョン   

4,430 54,837 55

37 H42 H4

当たり人口（人/世

人口を

ある。

和 40 年

度に約

ること

る。 

り作成） 
    

5,024 55,035 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

47 H52
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（人/世帯
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.00
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り人員
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28.1%と比較

に高齢化率

図 2-2 
出典

13.8%

平成17年

老年人口(6

高齢化率 

年齢区分別

結果、将来は

問題研究所）

平成 27 年国

較すると低

率は着実に増

瑞穂市の
典：国勢調査、

16.4%

22年

5歳以上)

国勢調査結果

別人口及び高

は「日本の

」に基づい

国勢調査結果

低い値であ

増加すると

の年齢区分別
日本の地域別

 

19.4%

27年

生産年齢

果

5 

高齢化率の

の地域別将来

いたもので

果に基づく

る。ただし

と考えられる

別人口及び
別将来推計人口

21.1% 2

32年

齢人口(15～64

推計

の推移を示す

来推計人口

である。 

く高齢化率は

し、今後人口

る。 

び高齢化率
口（H25.3 推計

21.8%
2

37年 4

4歳) 年

す。年齢区

口（H25.3 推

は 19.4%で

口増加のペ

（現況及び
計）国立社会保

2.7%
24

42年 47

少人口(0～14

区分別人口の

推計）（国立

で、これは県

ペースが鈍る

び将来） 
保障・人口問題

4.2%

27.

7年 52

4歳) 高

の現況

立社会

県平均

るとと

題研究所 

.2%

0.0%

5.0%

10.0%
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図

を示

瑞

とし

住宅

人

って

は停

 

 

 

土地利用の

図 2-3 に都

示す。 

瑞穂市の特

して商業地

宅地の外側

人口増加は

ている。対

停滞してい

の特徴 

都市計画マ

特徴として、

地及び工業地

側には市街化

は周辺部の住

対して穂積駅

いる。 

図 2-

スタープラ

市域を東

地が存在し

化調整区域

住宅地にお

駅を中心と

-3 土地利

 

6 

ラン（改訂中

東西に貫くＪ

し、それを

域を中心に農

おいて顕著

とした既存

利用構想図
出

中素案）に基

ＪＲ東海道

囲むように

農業地帯と

で、名古屋

の中心市街

（案） 
出典：瑞穂市都

基づく土地

道本線及び国

に住宅地が

となっている

屋市等のベ

街地におい

都市計画マスタ

地利用構想図

国道 21 号を

が広がってい

る。 

ベッドタウン

いては、人口

タープラン改訂

図（案）

を中心

いる。

ンとな

口増加

 

訂中素案 



 

 地4

表

を示

地区

以上

あり

して

 

馬
生
本
只
別
穂
稲
十
牛
宝
野
野
祖
犀
七
居
森
田
唐
宮
大
重
美
十
十
古
横
中
呂
大
野
合

地区別の人

表 2-1 に住

示す。市全

区の方が多

上減少して

り、これら

ている又は

馬場
生津
本田
只越
別府
穂積
稲里
十九条
牛牧
宝江
野田新田
野白新田
祖父江
犀川
七崎
居倉
森
田之上
唐栗
宮田
大月
重里
美江寺
十七条
十八条
古橋
横屋
中宮
呂久
大牧
野畑
合計

注）

区

人口及び世

住民基本台

体の人口は

多くなってい

ている。5%以

らの人口減少

は今後発生す

表

人口
2,328
2,570
5,642
1,922
5,556
4,943
2,198
1,623
4,225
337

1,436
882

1,432
－
518
666
889
973
755
384
123
572

1,292
808
674

3,191
945
567
538
25
15

48,029

平成18年12

世帯数の動

帳を基にし

は 10 年間に

いるが、そ

以上減少し

少の著しい

する可能性

表 2-1 地区

世帯数
772
902

1,830
695

1,976
1,877
811
536

1,444
145
588
345
482

－
128
185
297
288
215
112
26

150
399
220
192
975
287
183
140
14
15

16,229

：減少率5～10

：減少率10%以

2月末現在

7 

動向 

した地区別

に 8.3%増加

その中で森、

している地区

い地区は現在

性の高い地区

区別人口世

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

人口
2,630
2,846
6,260
2,127
5,410
5,154
2,349
1,897
4,540
337

1,416
1,128
1,507
760
502
630
782
990
849
332
129
594

1,208
739
649

3,660
1,337
809
427

－
－
51,998

%未満

上

平成28年

の人口推移

加しており、

宮田、呂久

区も居倉、

在及び今後

区というこ

世帯数の動

世帯数
947

1,118
2,235
813

2,108
2,069
979
698

1,754
137
638
434
589
284
145
201
290
334
271
120
32

183
439
244
205

1,234
462
279
144

－
－
19,386

年12月末現在

移（平成 18

、地区別で

久の 3 地区

美江寺、十

後において

ことがいえる

向 

人口
7 13.0
8 10.7
5 11.0
3 10.7
8 -2.6
9 4.3
9 6.9
8 16.9
4 7.5
7 0.0
8 -1.4
4 27.9
9 5.2
4 －
5 -3.1
1 -5.4
0 -12.0
4 1.7
1 12.5
0 -13.5
2 4.9
3 3.8
9 -6.5
4 -8.5
5 -3.7
4 14.7
2 41.5
9 42.7
4 -20.6

－
－

6 8.3

増在

年→平成

でも増加して

区について

十七条の 3

て、空家等が

る。 

出典：瑞穂

世帯数
0% 22.
7% 23.
0% 22.
7% 17.
6% 6.
3% 10.
9% 20.
9% 30.
5% 21.
0% -5.
4% 8.
9% 25.
2% 22.

－
1% 13.
4% 8.
0% -2.
7% 16.
5% 26.
5% 7.
9% 23.
8% 22.
5% 10.
5% 10.
7% 6.
7% 26.
5% 61.
7% 52.
6% 2.

－
－

3% 19.

増減率

28 年)

ている

は 10%

3 地区

が発生

穂市資料 

数
7%
9%
1%
0%
7%
2%
7%
2%
5%
5%
5%
8%
2%

3%
6%
4%
0%
0%
1%
1%
0%
0%
9%
8%
6%
0%
5%
9%

5%



 

 空5

図

の空

は 3

する

な

章に

留意

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

空家数

空家数と空

図 2-4 に平

空家数及び

3,850 戸、

ると中程度

なお、図 2

に示す、全

意する必要

 

図

郡
上
市

美
濃
加
茂
市

北
方
町

揖
斐
川
町

岐
南
町

空家率 

平成 25 年度

び空家率につ

空家率は 1

度、県内平均

2-4 の基と

全市を対象

要がある。 

図 2-4 岐阜

岐
南
町

下
呂
市

岐
阜
市

瑞
浪
市

飛
騨
市

度に実施し

ついて示す

15.9%となっ

均の 15.2%

なる住宅・

とした「瑞

阜県内の自

 

3,850 

15.9%

飛
騨
市

高
山
市

瑞
穂
市

恵
那
市

大
垣
市

8 

た住宅・土

す。瑞穂市の

っている。

と比較する

・土地統計

瑞穂市空家

自治体にお

中
津
川
市

美
濃
市

関
市

土
岐
市

笠
松
町

空家

土地統計調査

の住宅総数

これを県内

ると同程度

計調査は標本

状況調査」

ける空家数
出

笠
松
町

山
県
市

各
務
原
市

可
児
市

羽
島
市

家数 空家

査に基づく

数は 24,160

内他自治体

となってい

本調査であ

の結果と

数及び空家率
出典：住宅・土

羽
島
市

本
巣
市

大
野
町

多
治
見
市

御
嵩
町

家率

岐阜県内自

戸、うち空

体の空家率と

いる。 

あることから

は異なるこ

率 
土地統計調査

海
津
市

池
田
町

養
老
町

神
戸
町

自治体

空家数

と比較

ら、次

ことに

（H25） 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

安
八
町

垂
井
町

空家率率



 

 建6

図

す。

瑞

めて

が住

建

とな

る。

賃貸

のた

すこ

と定

建て

決ま
 

【空家

■二

■賃

■売

■そ

二

賃

売

その

建て方別の

図 2-5 に平

 

瑞穂市にお

ており、残

住んでいな

建て方別に

なっており

なお、「そ

貸・売却用

ため居住世

ことになっ

定義されて

て」となっ

まっておら

家の種類につい

二次的住宅：「

別 荘：週

な

その他：ふ

ま

賃貸用の住宅：

売却用の住宅：

その他の住宅：

4

0

空家総数

二次的住宅

賃貸用住宅

売却用住宅

の他の住宅

の空家の状

平成 25 年度

おける空家を

残りはほぼ

ない別荘等）

に見ると、賃

、全体の傾

その他の住

用住宅）以外

世帯が長期に

っている住宅

ているもので

っており、こ

らず、放置さ

図 2-5

いて】 

別荘」及び「

週末や休暇時に

ない住宅 
ふだん住んでい

まりしている人

：新築・中古を

：新築・中古を

：上記以外の人

わたって不在

（注：空家の

90

40

7

500 1

一戸建て木造

状況 

度住宅・土地

を種類別に

「その他の

」及び「売

賃貸用住宅

傾向も賃貸

住宅」は、住

外の人が住

にわたって

宅など（注

である。「そ

この中には

されている

5 瑞穂市

その他」に区

に避暑・避寒・

いる住宅とは別

人がいる住宅 
を問わず，賃貸

を問わず，売却

人が住んでいな

在の住宅や建て

の区分の判断が

790

1,000 1,500

造 一戸建て

※標本調

内訳

9 

地統計調査

にみると、全

の住宅」とな

売却用住宅

宅のうち 8

貸用住宅の結

住宅・土地

住んでいな

て不在の住

注：空家の

その他の住

は居住者が

家屋も少な

における建

区分される。 
・保養などの目

別に，残業で遅

貸のために空家

却のために空家

ない住宅で，例

て替えなどのた

が困難な住宅を

0 2,000

空家数

非木造 共

調査による推計

と総数が一致し

査に基づく建

全体の約 3

なっている

宅」は非常に

割以上が

結果に引き

地統計調査

い住宅で、

宅や、建て

区分の判断

住宅」は 9 割

不在になっ

なからず含

建て方別の
出

目的で使用され

遅くなったとき

家になっている

家になっている

例えば，転勤・

ために取り壊す

を含む） 

2,

2,500 3,000

数

同住宅木造

計値であるため、

しません。 

建て方別の

3/4 を「賃

。「二次的

にわずかで

「非木造」

きずられる

では「上記

例えば，

て替えなど

断が困難な

割近くが「

った後の利

含まれている

空家数 
出典：住宅・土

れる住宅で，ふ

きに寝泊まりす

る住宅 
る住宅 
・入院などのた

すことになって

,940

0 3,500

共同住宅非木

四捨五入の関係

の空家の種類

賃貸用住宅」

的住宅（普段

である。 

の「共同住

結果となっ

記（二次的

転勤・入院

どのために取

な住宅を含む

「木造」の

利活用の方向

ると考えら

土地統計調査

ふだんは人が住

するなど，たま

ため居住世帯が

ている住宅など

3,850

4,000 4,500

木造

係により、 

類を示

が占

段は人

住宅」

ってい

的住宅、

院など

取り壊

む。）」

「一戸

向性が

られる。 

 

（H25） 
 

住んでい

まに寝泊

が長期に

ど 

0



 

 「7

図

示す

破損

れて

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一戸建て非

木造
5%

共同住宅木
2%

共同住宅非
5%

「その他の

図 2-6 に

す（平成 25

「その他の

損が見られ

ていない空

 

図 2

非

木造

非木造

の住宅」の

「その他の

5 年住宅・

の住宅」の空

れるもの（外

空家が相当程

2-6 「その

の空家の状

住宅」の空

土地統計調

空家の約 9

外観で判定

程度存在す

の他の住宅

一戸建て木
88%

10 

状況 

空家につい

調査）。 

割を占める

定）は約 4

することが

宅」の建て

 

木造

いて、建て方

る一戸建て

割となって

うかがえる

方及び腐朽
出

方別の腐朽

の木造住宅

ており、適

る。 

朽・破損の状
出典：住宅・土

腐朽・破
37

朽・破損の状

宅のうち、腐

適切な管理が

状況 
土地統計調査

 

破損あり
7%

腐朽・破
5

状況を

腐朽・

が行わ

（H25） 

破損なし
51%



 

第3

 瑞1

1.1 調

瑞

家等

地確

れる

 

1.2 調

 (1)

の

込

弱

も

 
 

現

市

集

章 瑞穂

瑞穂市空家

調査の概要 

瑞穂市では

等の概況の

確認調査対

る家屋等（

調査結果の概

 空家の現

調査の結

の調査結果

込まれる店

また図 3-

（注意）、Ｃ

弱で、ほと

も 10 件あっ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図

また、図

現状で空家

市街地と、

集合住宅, 15

件(1.2%)

店舗・事務所,

57件(4.5%)

倉庫・ビル, 

70件(5.5%)

工場・作業所, 

53件(4.2%)

穂市の空

家状況調査

は平成 27 年

の把握を行っ

対象を抽出

（以下「空家

概要 

現状及び分布

結果、市内で

果を示す。居

店舗・事務所

-2 に老朽度

Ｃ判定（危

んどの建物

った。 

図 3-1 空家

図 3-3 に空

家数、空家率

市街化区域

, 

車庫・小

247件
(19.4%

その他, 8件
(0.6%)

空家等の

査 

年度に「瑞穂

った。この

し、現地調

家候補」と

布の特徴 

で 1,272 件

居宅が全体

所及び集合

度判定結果

危険）の３段

物は危険が

家種類調査

家分布状況

率ともに高

域及び調整

居宅, 822
(64.6%

屋, 

件
%)

11 

の現状 

穂市空家状

の調査では

調査により利

と記述。）を

件の空家候補

体の約 6 割

合住宅と合わ

果を示す。老

段階で判定

がないと判

査結果   

況、図 3-3

高い地域は、

整区域に点在

2件
%)

状況調査」を

、水道の開

利用状況の

を抽出した。

補が確認さ

割以上を占め

わせると約

老朽度はＡ

定した。「危

定されたが

   図

に 100m メ

、JR 穂積駅

在する田園

を実施し、

開栓状況等

の確認を行

。 

された。図 

めており、

約 7 割の 89

Ａ判定（危険

危険なし」

が、危険と

図 3-2 老朽

ッシュ別の

駅周辺をは

園集落地域と

B判定, 276件
(21.7%)

市内におけ

等の諸条件か

行い、空家と

3-1 に空家

今後の活用

94 件となっ

険なし）、Ｂ

のＡ判定は

判断された

朽度判定結

の空家率を

はじめとする

と考えられ

A判定, 986件
(77.5%)

C判定, 10件
(0.8%)

ける空

から現

と思わ

家種類

用が見

った。 

Ｂ判定

は８割

た建物

結果 

を示す。

る既成

れる。 

件

件



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

図 3-3

   図 

12 

3 空家分布

3-4 メッ

布状況  

ッシュ別空家率 



 

13 

 (2) 空家の分布と高齢化率との関係 

図 3-5 に「瑞穂市空家状況調査」で分析した 100m メッシュ別の高齢化率と

空家率との関係を、図 3-6 に平成 22 年国勢調査結果を基にした大字別の高齢

者のみの世帯比率と空家率との関係を示す。100m メッシュの高齢化率と空家

率の間には相関は見られず、大字別の高齢者のみの世帯比率と空家率の間は

弱い相関に留まった。ただし、高齢者のみの世帯の比率の高い地域は、将来

的に空家の増加が予想される地域であるとも考えられるため、人口動態及び

空家の発生について、注意していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-5 メッシュ別の高齢化率と空家率との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-6 大字別の高齢者のみの世帯比率と空家率との関係 
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R² = 0.1517

0

5

10

15

20

25

0 2 4 6 8 10

高
齢
者
の
み
の
世
帯
の
比
率
（
%
）

大字別空家率（%）

y = 0.1739x + 23.422
R² = 0.0032

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70

高
齢
化
率
（
%
）

空家率（%）



 

 空2

2.1 調

瑞

し、

映す

1,2

るも

りで

 

 

 

2.2 調

■建物

 建物

多く、

「その

となっ

 

 

 

 

 

空家等に関

調査の概要 

瑞穂市空家

現在の利

することを

272 件のう

もの等を除

である。 

調査手

調査時

調査票送

返戻数

有効回答

無効数

返信な

有効回答

調査結果の概

物の種類 

物の種類は

次いで「倉

の他」が 6

った。 

関する所有

家状況調査の

利用実態、維

を目的として

ち、所有者

除く 926 件に

表

法 

期 

付数 

数 

答数 

数 

し 

答率 

概要 

は、「居宅」が

倉庫・車庫

6%、「集合

有者意向調

の結果、外

維持管理状

て意向調査

者の意向が明

に対して行

表 3-1 所

平成 28 年

が 55%で最

庫等」が 23

合住宅」が
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調査 

外観等から空

状況、今後

査を行った。

明らかであ

行った。所有

所有者意向調

郵送配

年 10 月 14

最も

3%、

4%

店舗

空家候補と

の意向等に

。調査票の

あったり、既

有者意向調

調査の概要

配布 郵送

4 日～平成

926 通 

45 通 

626 通 

5 通 

250 通 

67.6% 

集舗・事務所

3%

工場・作業所

3%

そ

無回答

6%

とされた物

について把

の送付は、

既に解体・

調査の概要は

要 

回収 

28 年 10 月

集合住宅

4%

所

倉庫・車庫等

23%

その他

6%

問2 建

物件の所有者

把握し、計画

空家候補と

除却に入っ

は表 3-1 の

月 31 日 

居宅

55%

建物の種類

者に対

画に反

とした

ってい

のとお

宅

%
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■利用実態 

 利用実態は、「物置・倉庫等・店舗

等として利用している」が最も多く

38%、次いで「利用していない」が

23%、「住居として利用している」が

17%となり、住居としては利用してい

ないものの、物置等として何らかの形

で利用されている物件が多いことが

うかがえる。 

 

 

 なお、以下の設問は、「正月やお盆など時々利用」「利用していない」「その他」

の回答があった 216 件（35％）についての回答結果である。 

 

■利用しなくなった時期 

 利用しなくなった時期は「平成 22 年～平

成 25 年」が最も多く 33%、次いで「平成

26 年以降」が 25%で、利用しなくなってか

ら 6 年以内の物件が 6 割近くを占める結果

となった。 

 利用しなくなってからの期間が短いこと

から、老朽化の度合いも大きくないと考え

られ、中古住宅として今後の利用の可能性

が大きいと考えられる。 

 

■利用しなくなった理由 

 利用しなくなった理由は「住ん

でいた人が死亡したため空家とな

った」が最も多く 28%、次いで「住

んでいた人の入院、施設入所等に

より空家となった」が 16%、「親

や子の世帯と同居することになっ

た」が 7%で、高齢化が原因と思

われる事由が約半数を占めている。 

住居として利用

している

17%

物置・倉庫等・

店舗等として利

用している
38%仕事場、作業

場として利用し

ている
4%

正月やお盆な

ど、時々利用し

ている
7%

利用していない

（空き家・空き

店舗状態）
23%

その他

5%

無回答

6%

問3 利用実態

平成６年以前

7%

平成７年～平

成１６年

13%

平成１７年～平

成２１年

15%平成２２年～平

成２５年

33%

平成２６年

以降

25%

無回答

7%

問4 利用しなくなった時期

手狭になった等

の理由で住み

替えた。
3%

建物が老朽化

したため住み替

えた。
3%

転勤等、遠方

に転居すること

になった。
13%

親や子の世帯

と一緒に住むこ

とになった。
7%

住んでいた人

の入院、施設

入所等により空

き家となった。

16%

住んでいた人

が死亡したため

空き家となっ

た。

28%

店舗・作業所等

として利用して

いたが、仕事を

辞めたため、空

き家となった。

4%

その他

19%

無回答

7%

問5 利用しなくなった理由
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それ以外の理由としては、「転勤等、遠方に転居することになった」が 13%とな

っている。また、「手狭になった」「建物の老朽化」等の建物を原因とした事由は

6%に過ぎない。 

 

 

■維持管理者 

 維持管理者は「自分」が 76%を占め

た。「知人、親戚等に管理をお願いし

ている」も 11%あるが、「不動産業者

等に費用を払って維持管理を行って

いる」との回答は 1%に過ぎない。 

 

 

 

 

 

■維持管理の頻度 

 維持管理の頻度は「数か月～半年に

1 回程度」が 34%と最も多く、次いで

「月 1～2 回程度」が 26%、「週 1 回

以上」が 14%で、年に数回以上の訪

問を行っているという回答が約 3/4

を占める結果となった。 

 一方、「ほとんどしていない」「一度

もしたことがない」も合わせて 10％

となった。空家の管理不足は特定空家

等となる要因となりうることから、適

切な管理を行うよう今後働きかけて 

いく必要がある。 

 

 

 

 

 

自分で管理して

いる。

76%

知人、親戚等

に管理をお願

いしている。
11%

不動産業者等

に費用を払って

維持管理を

行っている。

1%

その他

5%

無回答

7%
問6 維持管理者

週１回

以上

14%

月１～２回程度

26%数か月～半年

に１回程度

34%

１年に１回程

度

8%

ほとんどして

いない

8%

１度もしたこと

がない

2%

無回答

8%

問7 維持管理の頻度
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■建物の今後の予定 

 建物の今後の予定は、「売却したい」が最も多く 25%、次いで「特に利用の予定

はなく現状のまま維持したい」が 20%、「賃貸したい」が 12%、「建物を解体して、

駐車場や資材置き場などとして活用したい」が 10%となった。 

 売却、賃貸、解体・活用等、何らかの活用を希望している所有者が約半数であ

ることから、利活用に関する適切な情報提供が重要であることがうかがえる。 

 

 

■困っていること（複数回答） 

 建物の今後で困っていることについては、「賃貸・売却したいが相手が見つから

ない」が最も多く回答中の 26%、次いで「解体したいが、解体費用の支出が困難

で解体できない」が 24%、「更地になると固定資産税が上がるため解体できない」

が 22%となった。なお、「困っていることは特にない」も 23％となった。 

 

 

数年以内に自分

または家族等が

住む（新築、改

築を含む）。

8%

セカンドハウス

等として、時々

滞在するために

維持する。

6%

賃貸したい。

12%

売却したい。

25%

土地含め寄付し

たい。

1%

建物を解体し

て、駐車場や資

材置き場などと

して活用したい。

10%

特に利用の予定

はなく、現状のま

ま維持したい。
20%

その他

10%

無回答

8%

問10 建物の今後の予定

23.6%

22.2%

25.5%

10.6%

2.8%

15.7%

12.5%

22.7%

9.7%

8.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

解体したいが、解体費用の支出が困難で解体できない。

解体して更地になると固定資産税が上がるため解体できない。

賃貸・売却したいが、相手が見つからない。

愛着があるため、他人に貸したり売ったりしたくない。

相続問題等で、権利者間で意見が一致していない。

今後どうすればよいかわからないので困っている。

どこに相談すればよいかわからない。

困っていることは特にない。

その他

無回答

問１１ 今後について困っていること
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■市への要望 

 市への要望としては「空家の解体・除却に対する補助がほしい」が最も多く回

答中の 34%、次いで「賃貸・売却の仲介先の情報がほしい」及び「有効活用に関

する情報がほしい」が 24%となった。また「特にない」も 26%あった。 

 補助を求める要望が多いものの、情報提供に関する要望も多いことが特徴であ

る。 

 

 

 

■空家バンクへの登録の意向について 

 空家バンクの登録については、「登録した

い」が 33%、「登録したくない」が 50%とな

り、登録の意向はそれほど大きくないことが

うかがえる。 

 

 

 

 

 

 

 

  

34.3%

17.1%

23.6%

24.1%

5.6%

25.9%

6.5%

11.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

空き家の解体・除却に対する補助がほしい。

空き家の修繕や改修に関する補助がほしい。

空き家の有効活用に関する情報がほしい。

空き家を賃貸・売却する仲介先の情報がほしい。

空き家を管理する業者等の情報がほしい。

特にない。

その他

無回答

問12 市への要望

登録したい

33%

登録したくない

50%

無回答

17%

問13 空き家バンク登録意向



 

 瑞3

3.1 調

平

Ｂ判

され

につ

調

示す

 

3.2 結

特

とし

は８

空

れた

 

調査

 

調査

 

 

 

瑞穂市特定

調査の概要 

平成 27 年度

判定（注意

れた建物等

ついて、特

調査は近隣

す調査票を

結果の概要 

特定空家等

した 107 件

８件、居住

空家等であ

た件数は 14

査対象件数

査結果 

定空家等現

度に実施し

意）及びＣ判

等を除外し、

特定空家等現

隣住民に対し

を用いて老朽

等現地調査結

件のうち、

・利用中で

あった 83 件

4 件、要監

表 

数 

対象物

居住

空家等

危険

要注意

要監視

問題

現地調査 

した「瑞穂市

判定（危険

また所有

現地調査を

し利用状況

朽度を判定

結果の概要

既に更地化

であったのは

件のうち、危

監視と判定さ

3-2 特定

物件なし

・利用中

等 

（100 点以

意（50 点以

視（25 点以

なし（0 点
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市空家状況

険）と判断

有者意向調査

を行った。 

況を聴取し、

定した。 

要は表 3-2

化されてい

は 16 件、空

危険と判定

された件数

定空家等調査

（更地、滅

（現地での

以上） 

以上 100 点

以上 50 点未

点以上 25 点

況調査」にお

された建物

査結果等を

、空家と確

に示すとお

いたり建て替

空家等であ

定された件数

数は 33 件と

査結果の概

失新築） 

確認結果）

点未満） 

未満） 

点未満） 

おいて、外

物のうち、

を勘案して選

確認された場

おりである

替えられて

あったのは 8

数は 6 件、

となった。 

概要 

 

外観から老朽

既に解体

選別した 1

場合は図 3

る。現地調査

ていたりした

83 件となっ

要注意と判

107 件 

8 件 

16 件 

83 件 

6 件 

14 件 

33 件 

30 件 

朽度が

・除却

107 件

3-7 に

査対象

た件数

った。 

判定さ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-7 特定空家等
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等現地調査査に使用した調査票 
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第4章 瑞穂市の空家等に係る課題 

 前章までの現状分析及び現状調査の結果、瑞穂市の空家等に係る課題を整理し

た結果は以下のとおりとなった。 

 

課題１：空家等の発生を未然防止するための対策が必要である 

 瑞穂市の空家等は現在のところ、空家件数・空家率ともに顕著に高い訳ではな

く、大きな問題にはなっていない。 

 ただし人口の減少が顕著な地区、高齢者のみの世帯が多い地区など、空家等発

生の可能性が潜在的に大きい地区があること、空家等の発生の原因が高齢化に

よるものが多いことから、発生を未然に防止するための対策が必要である。 

 

課題２：空家等の所有者に対し、流通や適切な管理、利活用を促進するための

情報提供及び意識啓発が必要である 

 H25 住宅・土地統計調査結果によると、瑞穂市の空家のうち、賃貸・売却用で

なく、二次的住宅でもない「その他の住宅」は、そのほとんどが木造の一戸建

てであり、このうち腐朽・破損が見られる住宅は 4 割近くに上っている。 

 所有の空家等に対し、将来的に賃貸・売却を希望する所有者は 4 割近くに上る

ことから、腐朽・破損が見られない住宅の所有者等に対し、有効活用を促す情

報提供及び意識啓発が必要である。 

 

課題３：腐朽・破損により危険な状態となっている空家等に対する調査、危険

度の判定、助言・指導・勧告を行う手順の明確化が必要である。 

 空家等のうち、約 3/4 は年 2 回以上の管理が行われているが、約 1 割はほとん

ど管理が行われておらず、時間の経過とともに特定空家等となっていく可能性

をはらんでいる。住宅の状況について所有者等が把握し、適切な管理を行うこ

とに対する意識啓発が必要と考えられる。 

 周辺に対し危険な状態となっている空家等に対して、法に基づく対応の手順を

明確化する必要がある。 

  



 

第5

 計1

瑞

 

基本方

基本方

基本方

基本方

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 対2

 (1)

本

 

 (2)

本

と同

 

※法第

 この

居住そ

の他の

章 空家

計画の基本

瑞穂市は、

方針１：空

方針２：周

方針３：空

方針４：市

進

対象とする

 対象地区

本計画で対

 対象とす

本計画で対

同じとする

第 2 条第 1

の法律にお

その他の使

の土地に定

利用中  

空家等の 
発生抑制 

家等対策

本方針 

以下の 4 項

空家等対策を

周辺に深刻な

空家等の所有

市民の安全

進する 

る地区及び

区 

対象とする地

する空家等の

対象とする空

る。 

項 

おいて、「空

使用がなされ

定着する物を

    空

策計画の

項目を空家

を総合的に

な影響を及

有者に対し

・安心を確

び空家等の

地区は、瑞

の種類 

空家等の種

空家等」とは

れていない

を含む。）を

空家等に

空家化  

空家等の
適切な管理
・利活用
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の基本方

家対策計画の

に推進するた

及ぼす空家等

し、適切な管

確保するた

の種類 

瑞穂市全域と

種類は、法第

は、建築物

いことが常態

をいう。 

 

 

 

に対する取

放置・ 
管理不全

の 
理 
用 

方針 

の基本方針

ための体制

等の発生を

管理と利活

め、危険・

とする。 

第 2 条第 1

又はこれに

態であるも

組みの実施

除
全 

危険・不
空家等の除

針とする。 

制を整備する

を抑制する 

活用を促進す

・不要な空

1 項に規定

に付属する

もの及びそ

施 

除却    

不要な 
除却促進 

る 

する 

空家等の除去

定する「空家

工作物であ

の敷地（立

 跡地活用

跡地の
適切な管
・利活用

去を促

家等」

あって

立木そ

用  

の 
管理 
用 
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章 空家

空家等に関

空家等対策

の連携が必

整備する。

 庁内体制

空家等に

また、空

空家等対策

「瑞穂市

企画部

総務部

市民部

市民部

福祉部

 瑞穂市空

法第７条

不動産、法

る「瑞穂市

家等対策計

対策連絡会

定空家等に

家等対策

関する対策

策に取り組む

必要である。

 

制 

に関する問題

空家等への対

策連絡会議」

市空家等対策

部 企画財

部 総務課

部 市民課

部 税務課

部 地域福

空家等対策協

条に規定され

法務、建築等

市空家等対策

計画の作成お

会議」と連携

に対する対応

策計画の

策の実施体

むためには

。これを踏

題の主管は

対策を総合

を組織し

策連絡会議

財政課 

課 

課 

課 

福祉高齢課 

協議会 

れる協議会

等の専門家

策協議会」

および変更

携し、空家

応について

23 

の基本施

体制の整備

は、関係部

踏まえ、空

は、都市整備

合的に推進

し、関係部局

議」は、以下

会として、任

家や地域住

を組織する

更」に関す

家等対策の全

ても協議を行

施策 

備 

局、地域住

家等対策に

備部都市開

するための

局が連携し

下の部局で

都市整備部

都市整備部

環境水道部

環境水道部

環境水道部

任期を２年

民、関係行

る。瑞穂市

ることのほ

全般につい

行う。 

住民、専門

に取り組む

開発課とする

の庁内体制

して取り組み

で構成される

部 都市開

部 都市管

部 環境課

部 上水道

部 下水道

年、定数１

行政機関の

市空家等対策

ほか、市の

いて協議す

門家など多様

むための実施

る。 

制として「瑞

みを進める

る。 

開発課 

管理課 

課 

道課 

道課 

０名以内と

委員で構成

策協議会は

「瑞穂市空

するとともに

様な主

施体制

瑞穂市

る。 

とする

成され

は、「空

空家等

に、特
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 (3) 住民等からの空家等に関する相談への対応 

  1) 窓口の一本化 

空家等に関する相談には様々な種類のものがあり、相談の内容により所属

部署が異なる、相談事項が複数の所属部署にまたがるなど、迅速な問題解決

が図れない可能性がある。 

そのため、市民の空家等に係る問合せ窓口を都市整備部都市開発課に一本

化し、広報紙等で市民に広く周知する。 

 

  2) 相談窓口の紹介 

空き家・住まい総合相談室（事務局：岐阜県住宅供給公社）では、空家の

所有者等を対象に適正管理や活用（売買・賃貸）、解体などに関する様々な相

談に対応できる空家等の相談窓口を開設し、様々な情報提供も行っている。

市は市民の問合せの内容に応じて、この相談窓口の紹介を行う。 
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切な管理促

空家等を少

るだけでは

なくなる予

必要がある。

が一空家と

づけが必要

て、所有者等

が引き起こす

に関する情報

行うことで、

空家等が所有

理する必要

きは損害を賠

報紙、ホー

実態を把握

家等の維持管

日に市シルバ

に基づき

た際にはシル

容に応じて

業務を行う。

続や後見人

理や修繕に

で、各種専

談会や、高齢

検討する。 

家・住まい総

促進 

なくするた

なく、現在

定のある住
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なる場合は

であるため
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となっ
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となる
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また、
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う。具
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中古住宅

宅の検査
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に係る跡地

係る跡地は

つながる有効

市場流通を促

ると考えら

仕組みの構築

等に対して

関する情報を

を考えてい

について、

を希望する所

進 

促進するため

や住宅診断等

が不要とな

げ、子育て

宅の販売・

査・診断を

地の活用促

、所有者等

効な資産で

促すことに

られる。市

築 

、パンフレ

を提供し、

る方々が、

国・県の制

所有者等の

め、「空き家

等に関する

った戸建て

世帯に提供

購入前に、

行い、劣化

促進 

等の財産で

である。 

により、地
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家が住
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 (3) 市の資源としての有効活用 

空家等は従来の用途以外へ転用することで、新たな価値が発掘され、地域

活性化につながることもある。市では地域交流や地域活性化、福祉・学習サ

ービス等の観点から、有効活用を図る。 

 

 (4) 跡地の利活用の促進 

空家等の除却後に跡地が放置されると、草木の繁茂、害虫の発生等、新た

な問題の発生する原因となる。また利活用が未定のまま放置される空地は、

地域の活力を失うとともに景観への悪影響も生じる。このため、空家等の除

却を行う場合は、跡地の利活用の方策について、地域の課題を解決する方向

へ誘導を図る。 
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の他特定空

方針 

特別措置法

上危険とな

態、適切な管

その他周辺

にあると認

ち、そのま

危険空家等」

（または危

が求められ

の伐採その他

言又は指導
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流れは図 6-

報提供に応
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を送付する。

行うことに

思われる期

空家等へ

では、特定

るおそれの

管理が行わ
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なお、「相
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ない場
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は、勧
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期間や工事の施行に要する期間を合計したものを標準とする。 

 また、勧告が行われることで、表 6-1 に示す固定資産税の住宅用地の特

例が解除される。 

 勧告に従い所有者等による措置が実施されたことが確認された場合は、

勧告を撤回する。 

④命令 

 正当な理由なく、勧告に係る措置を取らなかった場合は、命令に係る事

前通知を行い、意見書の提出等があった場合は協議会に報告し、命令の実

施について協議を行った上で命令に関する手続きを行う。 

 命令を行う場合は、まず命令に係る事前の通知書（様式３）を交付し、

通知書に示した意見書の提出期限に意見書の提出がなかった場合、または

通知書の交付日から 5 日以内に意見聴取の請求がなかった場合には、命令

書（様式４）を送付する。 

⑤代執行 

 命令を行っても、所有者等が措置を履行しない、または期限までに完了

する見込みがない場合は、行政代執行法の定めるところに従い、行政代執

行を行う。 

 まず代執行を行う旨及び内容等を記述した戒告書（様式５）を送付する。

戒告書を送付しても措置が履行されない場合は、代執行令書（様式６）に

よる通知を行ったうえで行政代執行を行う。 
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図 6-1 特定空家等に対する対応フロー 

 

表 6-1 固定資産税の住宅用地の特例 

住宅用地の区分 住宅用地区分の範囲 
特例率 

固定資産税 都市計画税 

小規模住宅用地 
面積が 200m2以下の住宅用地 
（200m2を超える場合は1戸当

たり 200m2までの部分） 
１／６ １／３ 

一般住宅用地 
小規模住宅用地以外の住宅用

地 
１／３ ２／３ 

 

助言等      報告 

所有者不明 

の場合 
所有者が 

判明した場合 

作成 

意見聴取 

報告 

意見聴取 

意見聴取 

意見聴取 

意見聴取 

税特例解除 

意見聴取 

状
況
を
随
時
管
理 

所有者等の調査 

職員による立入調査等 

緊急応急措置 

特定空家等の判断 

情報記録簿 

助言・指導 

瑞穂市空家等対策 

連絡会議 

情報記録簿 

勧  告 

命  令 

行政代執行 略式代執行 

事前公告 

代執行書通知 

戒告書通知 

瑞穂市空家等対策 

協議会 
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 (3) 特定空家等の判断基準 

空家等が特定空家等に該当するか否かを判断する基準は、「『特定空家等に

対する措置』に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）」

に定める内容を基本とし、空家等の損壊の程度や周辺の生活環境に及ぼす影

響の程度を勘案し、総合的に判断する。表 6-2 に特定空家等に対する措置の

基準を示す。なお、表に挙げた事例は例示であることから、個別の事例につ

いて総合的に判断する必要がある。 
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表 6-2 特定空家等に対する措置の基準 

そのまま放置
すれば倒壊等
著しく保安上
危険となるお
それのある状
態 

1. 建築物が著しく保安上危険となるおそれがある。 
(1)建築物が倒壊等するおそれがある。 
イ 建築物の著しい傾斜 
・基礎に不同沈下がある。 
・柱が傾斜している。 等 
ロ 建築物の構造耐力上主要な部分の損傷等 
・基礎が破損又は変形している。 
・土台が腐朽又は破損している。 等 
・柱、はり、筋かいが腐朽、破損又は変形している。 
・柱とはりにずれが発生している。 等 
(2) 屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある。 
・屋根が変形している。 
・屋根ふき材が剥落している。 
・壁体を貫通する穴が生じている。 
・屋外階段、バルコニーが腐食、破損又は脱落している。 等 
2.擁壁が老朽化し危険となるおそれがある。 
・擁壁表面に水がしみ出し、流出している。 等 

そのまま放置
すれば著しく
衛生上有害と
なるおそれの
ある状態 

(1)建築物又は設備等の破損等が原因で、以下の状態にある。 
・吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い状況である。 
・排水等の流出による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及

ぼしている。 等 
(2)ごみ等の放置、不法投棄が原因で、以下の状態にある。 
・ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発生があり、地域住民の日常生活

に支障を及ぼしている。 
・ごみ等の放置、不法投棄により、多数のねずみ、はえ、蚊等が発生し、
地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。 等 

適切な管理が
行われていな
いことにより
著しく景観を
損なっている
状態 

(1)適切な管理が行われていない結果、既存の景観に関するルールに著し
く適合しない状態となっている。 

・景観法に基づき景観計画を策定している場合において、当該景観計画に
定める建築物又は工作物の形態意匠等の制限に著しく適合しない状態
となっている。 

・地域で定められた景観保全に係るルールに著しく適合しない状態となっ
ている。 

(2)その他、以下のような状態にあり、周囲の景観と著しく不調和な状態
である。 

・屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放
置されている。 

・多数の窓ガラスが割れたまま放置されている。 
・敷地内にごみ等が散乱、山積したまま放置されている。 等 

「その他周辺
の生活環境の
保全を図るた
めに放置する
ことが不適切
である状態」 

(1)立木が原因で、以下の状態にある。 
・立木の腐朽、倒壊、枝折れ等が生じ、近隣の道路や家屋の敷地等に枝等

が大量に散らばっている。 
・立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げている。 
(2)空家等に住みついた動物等が原因で、以下の状態にある。 
・動物のふん尿その他の汚物の放置により臭気が発生し、地域住民の日常

生活に支障を及ぼしている。 
・シロアリが大量に発生し、近隣の家屋に飛来し、地域住民の生活環境に

悪影響を及ぼすおそれがある。 
(3)建築物等の不適切な管理等が原因で、以下の状態にある。 
・門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等不特定の者が容易に

侵入できる状態で放置されている。 
・周辺の道路、家屋の敷地等に土砂等が大量に流出している。 
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整備 

空家等の情

連部署で情報

用できる形

等） 

物件や、市

新し、最新情

とともに変化

更新する。調

会等に対する

報は、空家

報共有する

形式とし、内

民等から寄

情報を共有

化すること

調査は空家

る情報収集

家等管理デ
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寄せられる
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口や世帯数

により、変化

と中長期的視

に、施策の進

化、対策技術

検討し、継続

 
PLAN 
計画 

CHECK 
評価 

の推移、高

化していく

視点を組み

進行状況や

術の動向な

続的に計画

DO
実施
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様式１ 指導または助言の措置に関する文書 

瑞   第   号 

年  月  日 
 
           様 
 

瑞穂市長          ㊞ 

 

助言・指導書 
 

あなたの所有する下記空家等は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法

律第１２７号。以下「法」という）第２条第２項に定める「特定空家等」に該当すると認

められたため、下記のとおり速やかに周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をと

るよう、法第１４条第２項の規定に基づき助言・指導します。 

 

記 
 

１．対象となる特定空家等 

所在地 瑞穂市 

用 途  

所有者の住所及び氏名 

 

２．助言・指導に係る措置の内容 

 

 

３．助言・指導に至った事由 

 

 

 

 

４．助言・指導の責任者 瑞穂市都市整備部都市開発課 （担当者名） 

連絡先 058-327-2101 

 

５．措置の期限     年  月  日 

 
・上記５の期限までに上記２に示す措置を実施した場合は、遅滞なく上記４に示す者まで報告してくだ

さい。 

・上記２に示す措置を実施しなかった場合は、法第１４ 条第２項の規定に基づく勧告をすることにな

ります。 

・勧告を受けた場合は、地方税法の規定に基づき固定資産税の住宅用地特例を受けているものは、受け

られなくなります。 
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様式２ 勧告書 

瑞   第   号 

年  月  日 
 
           様 
 

瑞穂市長          ㊞ 

 

勧 告 書 
 

あなたの所有する下記空家等は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法

律第１２７号。以下「法」という）第２条第２項に定める「特定空家等」に該当すると認

められたため、あなたに対して策を講じるように指導してきたところですが、現在に至っ

ても改善がなされていません。 

 ついては、 下記のとおり速やかに周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をと

るよう、法第１４条第２項の規定に基づき勧告します。 

 

記 
 

１．対象となる特定空家等 

所在地 瑞穂市 

用 途  

所有者の住所及び氏名 
 

２．勧告に係る措置の内容 
 
 

３．勧告に至った事由 
 
 
 

４．勧告の責任者 瑞穂市都市整備部都市開発課長 （課長名） 

連絡先 058-327-2101 

 

５．措置の期限     年  月  日 
・上記５の期限までに上記２に示す措置を実施した場合は、遅滞なく上記４に示す者まで報告をするこ

と。 

・上記５の期限までに正当な理由がなくて上記２に示す措置をとらなかった場合は、法第１４ 条第３

項の規定に基づき、当該措置をとることを命ずることがあります。 

・上記１に係る敷地が、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３４９条の３の２又は同法第７０２

条の３の規定に基づき、住宅用地に対する固定資産税又は都市計画税の課税標準の特例の適用を受け

ている場合にあっては、本勧告により、当該敷地について、当該特例の対象から除外されることとな

ります。 
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様式３ 命令に係る事前の通知書 

瑞   第   号 

年  月  日 
 
           様 
 

瑞穂市長          ㊞ 

 

命令に係る事前の通知書 
 

あなたの所有する下記空家等は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法

律第１２７号。以下「法」という）第２条第２項に定める「特定空家等」に該当すると認

められたため、    年  月  日付け瑞  第  号により必要な措置をとるよう

勧告しましたが、現在に至っても当該措置がなされていません。 

 このまま措置が講じられない場合は、法第１４条第３項の規定に基づき、下記のとおり

当該措置をとることを命令することとなりますので通知します。 

なお、あなたは、法第１４条第４項の規定に基づき、本件に関し意見書及び自己に有利

な証拠を提出することができるとともに、同条第５項の規定に基づき、本通知の交付を受

けた日から５日以内に、瑞穂市長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を

行うことを請求することができる旨、申し添えます。 

 

記 
 
１．対象となる特定空家等 

所在地 瑞穂市 

用 途 

所有者の住所及び氏名 

 

２．命じようとする措置の内容 

 

３．命ずるに至った事由 

 

 

 

４．意見書の提出及び公開による意見の聴取の請求先 

    宛 

送付先： 

連絡先： 

 

５．意見書の提出期限     年  月  日 
・上記２に示す措置を実施した場合は、遅滞なく上記４に示す者まで報告をすること。 
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様式４ 命令書 

瑞   第   号 

年  月  日 
 
           様 
 

瑞穂市長          ㊞ 

 

命 令 書 
 

あなたの所有する下記空家等は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法

律第１２７号。以下「法」という）第２条第２項に定める「特定空家等」に該当すると認

められたため、    年  月  日付け瑞  第  号により、法第１４条第３項の

規定に基づく命令を行う旨事前に通知しましたが、現在に至っても通知した措置がなされ

ていないとともに、当該通知に示した意見書等の提出期限までに意見書等の提出がなされ

ませんでした。 

 ついては、下記のとおり措置をとることを命令します。 

 

記 
 
１．対象となる特定空家等 

所在地 瑞穂市 

用 途 

所有者の住所及び氏名 

 

２．措置の内容 

 

３．命ずるに至った事由 

 

 

４．命令の責任者 瑞穂市都市整備部都市開発課長 （課長名） 

連絡先 058-327-2101 

 

５．措置の期限     年  月  日 
・上記２に示す措置を実施した場合は、遅滞なく上記４に示す者まで報告をすること。 

・本命令に違反した場合は、法第１６条第１項の規定に基づき、５０万円以下の過料に処せられます。 

・上記５の期限までに上記２の措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同期

限までに完了する見込みがないときは、法第１４条第９項の規定に基づき、当該措置について行政代

執行の手続きに移行することがあります。 

・この処分について不服がある場合は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２条及び第１８

条の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３カ月以内に瑞穂市長に対し

審査請求をすることができます。 
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様式５ 行政代執行前の戒告書 

瑞   第   号 

年  月  日 
 
           様 
 

瑞穂市長          ㊞ 

 

戒 告 書 
 

あなたに対し  年  月  日付け瑞  第  号によりあなたの所有する下記特

定空家等の    を行うよう命じました。この命令を  年  月  日までに履行し

ないときは、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）第１４

条第９項の規定に基づき、下記特定空家等の   を執行いたしますので、行政代執行法

（昭和２３年法律第４３号）第３条第１項の規定によりその旨戒告します。 

なお、代執行に要するすべての費用は、行政代執行法第５条の規定に基づきあなたから

徴収します。 

また、代執行によりその物件及びその他の資材について損害が生じても、その責任は負

わないことを申し添えます。 

 

記 
 
１．対象となる特定空家等 

所在地  瑞穂市 

用 途 

構 造 

規 模  建築面積   約   ｍ２ 

  延べ床面積  約   ｍ２ 

 

２．措置の内容 

 

 

 

 

 

 
・この処分について不服がある場合は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２条及び第１８

条の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３カ月以内に瑞穂市長に対し

審査請求をすることができます。 
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様式６ 代執行令書 

瑞   第   号 

年  月  日 
 
           様 
 

瑞穂市長          ㊞ 

 

代 執 行 令 書 
 

  年  月  日付け瑞  第  号によりあなたの所有する下記特定空家等につ

いて、下記の措置を   年  月  日までに履行するよう戒告しましたが、指定の期

日までに義務が履行されませんでしたので、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成

２６年法律第１２７号）第１４条第９項の規定に基づき、下記のとおり代執行を行います

ので、行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）第３条第２項の規定により通知します。 

また、代執行に要するすべての費用は、行政代執行法第５条の規定に基づきあなたから

徴収します。また、代執行によりその物件及びその他の資材について損害が生じても、そ

の責任は負わないことを申し添えます。 

 

記 
 
１．対象となる特定空家等 

所在地  瑞穂市 

用 途 

構 造 

規 模  建築面積   約   ｍ２ 

  延べ床面積  約   ｍ２ 

 

２．措置の内容 

 

３．代執行の時期 

       年  月  日から    年  月  日まで 

 

４．執行責任者 瑞穂市都市整備部都市開発課長 （課長名） 

連絡先 058-327-2101 

 

５．代執行に要する費用の概算見積額 

   約           円 

 
・ この処分について不服がある場合は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２条及び第

１８条の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３カ月以内に瑞穂市長に

対し審査請求をすることができます。  
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空家等対策の推進に関する特別措置法 

平成２６年１１月２７日法律第１２７号 

（目的） 

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の

生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護す

るとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に

関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第十条第二項を除き、

以下同じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必

要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公

共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住そ

の他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着

する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険とな

るおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われて

いないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るため

に放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

 

（空家等の所有者等の責務） 

第三条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪影響

を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。 

 

（市町村の責務） 

第四条 市町村は、第六条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に

関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとす

る。 

 

（基本指針） 

第五条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するた

めの基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 

三 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あ

らかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 
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（空家等対策計画） 

第六条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基

本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」という。）

を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に

関する対策に関する基本的な方針 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する事項 

四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促進

に関する事項 

六 特定空家等に対する措置（第十四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二項

の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは第十項の規定

による代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事項 

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表し

なければならない。 

４ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、情報

の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

 

（協議会） 

第七条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議

会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の議会

の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と

認める者をもって構成する。 

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

（都道府県による援助） 

第八条 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関しこの

法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的な助

言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。 

 

（立入調査等） 

第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把

握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことがで

きる。 
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２ 市町村長は、第十四条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、当該職

員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に

立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知し

なければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限

りでない。 

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証

明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはな

らない。 

 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報で

あって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必

要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利

用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののう

ち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目

的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するものにつ

いて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のために必要な限度

において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関係

する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提

供を求めることができる。 

 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第十一条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃

貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に

管理されているものに限る。）を除く。以下第十三条までにおいて同じ。）に関するデータベ

ースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努

めるものとする。 

 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、

情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第十三条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が

販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の提供その

他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 
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（特定空家等に対する措置） 

第十四条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、

立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置すれば倒

壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある

状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。）をとるよう

助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の

状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限

を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置

をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置

をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予

期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じ

ようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出

期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及

び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長に対し、

意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の措置

を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければ

ならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定によって

命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項に規定

する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠

を提出することができる。 

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられ

た者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限ま

でに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三号）の定める

ところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができ

る。 

１０ 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置

を命ぜられるべき者を確知することができないとき（過失がなくて第一項の助言若しくは指

導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第三項に定める手続

により命令を行うことができないときを含む。）は、市町村長は、その者の負担において、

その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この

場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置

を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨

をあらかじめ公告しなければならない。 
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１１ 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交

通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

１２ 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。こ

の場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはな

らない。 

１３ 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章（第

十二条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。 

１４ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図る

ために必要な指針を定めることができる。 

１５ 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省

令・総務省令で定める。 

 

（財政上の措置及び税制上の措置等） 

第十五条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適

切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地

方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づく

空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置

を講ずるものとする。 

 

（過料） 

第十六条 第十四条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の過料

に処する。 

２ 第九条第二項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の過

料に処する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、公布の日

から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、

必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要

の措置を講ずるものとする。 
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